
一
頁

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
参
照
条
文

○
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）

（
抄
）

（
本
人
確
認
義
務
等
）

第
四
条

特
定
事
業
者
（
第
二
条
第
二
項
第
三
十
九
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
（
第
八
条
に
お
い
て
「
弁
護
士
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
顧
客
（
同

項
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
利
用
者
た
る
顧
客
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
（
以
下
「
顧
客
等
」
と
い

う
。
）
と
の
間
で
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
業
務
（
以
下
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
取
引
（
以
下
「
特
定
取
引
」
と
い
う
。
）
を
行
う
に
際
し
て
は
、
運
転
免
許
証
の
提
示
を
受
け
る
方
法
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当

該
顧
客
等
に
つ
い
て
、
本
人
特
定
事
項
（
当
該
顧
客
等
が
自
然
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
氏
名
、
住
居
（
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
外
国
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）
及
び
生
年
月
日
を
い
い
、
当
該
顧
客
等
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
確
認
（
以
下
「
本
人
確
認
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特

定

事

業

者

特

定

業

務

特

定

取

引

第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
十

金
融
に
関
す
る
業
務
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
業
務

預
貯
金
契
約
（
預
金
又
は
貯
金
の
受
入
れ
を
内
容
と
す
る
契
約
を
い

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

う
。
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
、
為
替
取
引

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
取
引

２
〜
４

（
略
）

○
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
十
号
）

（
抄
）

（
金
融
機
関
等
の
特
定
取
引
）



二
頁

第
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
取
引
（
第
一
号
イ
か
ら
ウ
ま
で
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
、
第
四
号

イ
、
第
五
号
イ
及
び
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
取
引
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
及
び
本

人
確
認
済
み
の
顧
客
等
と
の
取
引
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

法
第
四
条
第
一
項
の
表
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
項

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引

イ
〜
ヨ

（
略
）

タ

現
金
、
持
参
人
払
式
小
切
手
（
小
切
手
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
持
参
人
払
式
と
し
て
振
り
出
さ
れ
た
小
切
手
又
は

同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
持
参
人
払
式
小
切
手
と
み
な
さ
れ
る
小
切
手
を
い
い
、
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
線
引
が
な
い
も
の
に

限
る
。
）
、
自
己
宛
小
切
手
（
同
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
宛
に
振
り
出
さ
れ
た
小
切
手
を
い
い
、
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
線
引
が
な

い
も
の
に
限
る
。
以
下
タ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
無
記
名
の
公
社
債
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
公
社
債

を
い
う
。
）
の
本
券
若
し
く
は
利
札
の
受
払
い
を
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
当
該
取
引
の
金
額
が
二
百
万
円
（
現
金
の
受
払
い
を
す
る
取
引
で
為
替
取
引
又
は
自
己
宛

小
切
手
の
振
出
し
を
伴
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
万
円
）
を
超
え
る
も
の

レ
〜
ヰ

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

２

（
略
）

○
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
内
閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土

交
通
省
令
第
一
号
）

（
抄
）

（
本
人
確
認
方
法
）

第
三
条

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
顧

客
等
（
同
項
に
規
定
す
る
顧
客
等
を
い
い
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
（
以
下
「
み
な
し
顧
客
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
代
表
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代
表
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

一

自
然
人
で
あ
る
顧
客
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
代
表
者
等

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か



三
頁

イ

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
（
次
条
に
規
定
す
る
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
同
条
第
一
号
又
は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
（
同
条

第
一
号
ロ
及
び
ト
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
提
示
（
当
該
顧
客
等
の
同
条
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
書
類
（
一
を
限
り
発
行
又
は
発
給
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
ロ
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
等
か
ら
の
提
示
を
除
く
。
）
を
受
け
る
方
法

ロ

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
次
条
第
一
号
ロ
、
ヘ
又
は
ト
に
掲
げ
る
も
の
の
提
示
（
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
書
類
の
提
示
に
あ
っ
て
は
、

当
該
顧
客
等
の
当
該
書
類
の
代
表
者
等
か
ら
の
提
示
に
限
る
。
）
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の

住
居
に
あ
て
て
、
預
金
通
帳
そ
の
他
の
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
と
の
取
引
に
係
る
文
書
（
以
下
「
取
引
関
係
文
書
」
と
い
う
。
）
を
書
留
郵
便
若
し
く
は
そ
の

取
扱
い
に
お
い
て
引
受
け
及
び
配
達
の
記
録
を
す
る
郵
便
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
「
書
留
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
転

送
を
し
な
い
郵
便
物
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
「
転
送
不
要
郵
便
物
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
送
付
す
る
方
法

ハ

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
次
条
第
一
号
又
は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て
当
該
本
人
確
認
書
類
又
は

そ
の
写
し
（
特
定
事
業
者
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
作
成
し
た
写
し
を
含
む
。
）
を
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
本
人

確
認
記
録
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
添
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
記
載
さ
れ

て
い
る
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
住
居
に
あ
て
て
、
取
引
関
係
文
書
を
書
留
郵
便
等
に
よ
り
、
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
方
法

ニ

そ
の
取
扱
い
に
お
い
て
名
あ
て
人
本
人
若
し
く
は
差
出
人
の
指
定
し
た
名
あ
て
人
に
代
わ
っ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
限
り
交
付
す
る
郵
便
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
（
特
定
事
業
者
に
代
わ
っ
て
住
居
を
確
認
し
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
を
受
け
、
並
び
に
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
（
括
弧
書
を
除
く
。
）
及

び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
を
特
定
事
業
者
に
伝
達
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
対
し
て
、
取
引
関
係
文

書
を
送
付
す
る
方
法

ホ

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
電
子
署
名
法
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た
者
が
発
行
し
、
か
つ
、
そ
の
認
定
に
係
る
業
務
の
用
に
供
す
る
電
子
証
明
書
（
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の

氏
名
、
住
居
及
び
生
年
月
日
の
記
録
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
電
子
証
明
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署
名
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
が

行
わ
れ
た
特
定
取
引
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
情
報
の
送
信
を
受
け
る
方
法

ヘ

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
公
的
個
人
認
証
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
発
行
し
た
電
子
証
明
書
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
公
的
電
子
証
明



四
頁

書
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
公
的
電
子
証
明
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
公
的
個
人
認
証
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
特
定
取
引
に
関
す
る
情

報
の
送
信
を
当
該
公
的
電
子
証
明
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
特
定
認
証
業
務
（
電
子
署
名
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特

定
認
証
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
の
申
込
み
に
関
す
る
情
報
の
送
信
と
同
時
に
受
け
る
方
法
（
特
定
事
業
者
が
公
的
個
人
認
証
法
第

十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
署
名
検
証
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
事
業
者
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
申
込
み
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
送
信
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
）

ト

当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
公
的
個
人
認
証
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
署

名
検
証
者
で
あ
る
者
が
発
行
し
、
か
つ
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者
が
行
う
特
定
認
証
業
務
の
用
に
供
す
る
電
子
証
明
書
（
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
氏
名
、
住

居
及
び
生
年
月
日
の
記
録
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
当
該
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
に
係
る
公
的
個
人
認
証
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
利
用
者
確
認
が
、
当
該
顧
客

等
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
公
的
電
子
証
明
書
及
び
ヘ
に
規
定
す
る
申
込
み
に
関
す
る
情
報
の
送
信
を
受
け
る
方
法
又
は
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
／
法
務
省
／
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
五
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
発
行
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及

び
当
該
電
子
証
明
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署
名
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
特
定
取
引
に
関
す
る
情
報
の
送
信
を
受
け
る
方
法

チ
〜
リ

（
略
）

二

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
人
で
あ
る
顧
客
等
（
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
取
引
に
係
る
者
に
限
る
。
）

当
該
顧
客
等
か
ら
旅
券
等
（
出
入

国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
旅
券
又
は
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
乗
員
手
帳
を
い
い
、
当
該
顧
客
等
の

氏
名
及
び
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の
の
提
示
を
受
け
る
方
法

三

法
人
で
あ
る
顧
客
等

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か

イ

当
該
法
人
の
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
次
条
第
二
号
又
は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
の
提
示
を
受
け
る
方
法

ロ

当
該
法
人
の
代
表
者
等
か
ら
本
人
確
認
書
類
の
う
ち
次
条
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
に
定
め
る
も
の
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
て
当
該
本
人
確
認
書
類
又
は

そ
の
写
し
（
特
定
事
業
者
が
作
成
し
た
写
し
を
含
む
。
）
を
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
記
録
に
添
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
本
人
確
認
書
類
又
は
そ
の
写
し

に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
等
の
本
店
、
主
た
る
事
務
所
、
支
店
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
百
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
店

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
日
本
に
営
業
所
を
設
け
て
い
な
い
外
国
会
社
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
住
居
（
以
下
「
本
店
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
て
て
、

取
引
関
係
文
書
を
書
留
郵
便
等
に
よ
り
、
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
方
法



五
頁

ハ

当
該
法
人
の
代
表
者
等
か
ら
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し

た
電
子
証
明
書
及
び
当
該
電
子
証
明
書
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
電
子
署
名
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
が
行
わ
れ
た
特
定
取
引
に
関
す
る
情
報
の
送
信
を

受
け
る
方
法

ニ

第
一
号
チ
又
は
リ
に
掲
げ
る
方
法

２
〜
６

（
略
）

（
本
人
確
認
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
取
引
）

第
六
条

令
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一
〜
六

（
略
）

七

令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
タ
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
タ
に
規
定
す
る
無
記
名
の
公
社
債
の
本
券
又
は
利
札
を
担
保
に
提
供
す
る
も
の

ロ

国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
金
品
の
納
付
又
は
納
入
に
係
る
も
の

ハ

現
金
の
受
払
い
を
す
る
取
引
で
為
替
取
引
又
は
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
タ
に
規
定
す
る
自
己
宛
小
切
手
の
振
出
し
を
伴
う
も
の
の
う
ち
、
顧
客
等
（
み
な
し
顧

客
等
を
除
く
。
第
九
号
及
び
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
預
金
若
し
く
は
貯
金
の
受
入
れ
又
は
払
戻
し
の
た
め
に
行
う
も
の
（
当
該
取
引
の
金
額
が
二
百
万
円

を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ

現
金
の
受
払
い
を
す
る
取
引
で
為
替
取
引
を
伴
う
も
の
の
う
ち
、
商
品
若
し
く
は
権
利
の
代
金
又
は
役
務
の
対
価
の
支
払
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

当
該
支
払
を
受
け
る
者
に
よ
り
、
当
該
支
払
を
行
う
顧
客
等
又
は
代
表
者
等
の
、
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
の
二
に
掲
げ
る

特
定
事
業
者
の
例
に
準
じ
た
本
人
確
認
並
び
に
本
人
確
認
記
録
の
作
成
及
び
保
存
に
相
当
す
る
措
置
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
取
引
の
金
額
が
二
百
万
円
を
超

え
る
も
の
を
除
く
。
）

八
〜
十
三

（
略
）

２

（
略
）

○
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）

（
抄
）



六
頁

（
救
助
の
対
象
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
救
助
（
以
下
「
救
助
」
と
い
う
。
）
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
政
令
で
定
め
る
程
度
の
災
害
が
発
生
し
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
区

域
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
の
区
域
又
は
当
該
市
の
区
の
区
域
と
す

る
。
）
内
に
お
い
て
当
該
災
害
に
か
か
り
、
現
に
救
助
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
、
こ
れ
を
行
な
う
。


